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は
じ
め
に

　
　

　

院

政
期
に
お
け
る
夫
と
妻

の
共
同
祈
願

の
分
析
か
ら
、
中
世
の
仏
教
的
夫
婦
観
を
照
射
さ
れ
た
の
は
勝
浦
令
子
氏
で
あ
る
。
以
後
、
中

世

の
夫
婦
観
に
つ
い
て
は
、
そ
の

一
体
性

の
強
さ
を
、
中
世
社
会
を
収
奪
す
る
支
配
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の

一
環
で
あ
る
、
家
族
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

　　
　

の
基
礎
と
し
て
位
置
づ
け
た
西
尾
和
美
氏

の
研
究
や
、
夫
婦
同
居
の
家
に
お
け
る
妻
や
妾
な
ど

の
通
俗
的
道
徳
を
検
討
し
、
現
世
に
お
け

　　
　

る
夫
婦

の
永
続
性
を
強
調
さ
れ
た
脇
田
晴
子
氏

の
研
究
。
ま
た
、
御
伽
草
子
を
手
掛
か
り
に
、
中
世
後
期
の
女
性
像
の
特
色
を
男
女
関
係

　　
　

に
お

い
て
探
求
さ
れ
、
親
子
関
係
よ
り
優
越
し
た
夫
婦
関
係

の
賛
美
を
指
摘
さ
れ
た
佐
伯
順
子
氏

の
研
究
等
が
あ

る
。
い
ず
れ
も
夫
婦
同

居
に

よ
る

一
夫

一
婦
制

の
社
会
的
浸
透
に
配
慮
し
、
「家
」
や

「家
族
」
を
考
察
す
る
視
点
の

}
つ
と
し
て
、
精
神
的

レ
ヴ

ェ
ル
に
お
け
る

夫
婦
関
係
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
内
容
は
、
情
愛
深
く
、
家
族
を
構
成
す
る
現
世
的
永
続
性
の
高
い
夫
婦
像
の
紹
介
及
び
そ

の
願

い
の
抽
出
で
あ
り
、
小
稿
の
中
心
検
討
課
題
で
あ
る
夫
婦

二
世
観
に

つ
い
て
は
、
そ
の
観
念
を
有
し
た
夫
婦

の
具
体
的
な
事
例
紹
介

や
そ

の
意
義

の
究
明
が
主
で
あ
る
。
筆
者
は
以
前

「楷
老
縁
友
」
な
る
文
言
を
糸
口
と
し
て
、
中
世
前
期

の
儒
教
的
夫
婦
観
に
つ
い
て
若

　ら
　

　　
　

干
の
考
察
を
行

っ
た
が
、
勝
浦
氏
が
す
で
に
古
代
を
検
討
さ
れ
、
中
世
に

つ
い
て
は
脇
田
氏
が
行
論
中

】
史
料
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
に
も
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か
か
わ
ら
ず
、
現
在
、
当
該
期
に
お
け
る
そ
の
浸
透
、
特
に
夫
婦
二
世
観
と

の
関
係
に
お
け
る
儒
教
的
夫
婦
観
の
位
置
づ
け
に

つ
い
て
は
、

何

の
言
及
も
な
さ
れ

て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
現
世
、
来
世
と
い
う
二
世
に
象
徴
さ
れ
る
超
時
間
的
永
続
性
を
有

し
、
極
め
て
強
い

一
体

性
を

示
す
夫
婦
観

の
成
立
は
、

一
対
の
夫
婦

の
同
居
を
前
提
と
し
た
、
中
世
的
な
家
父
長
的
家

の
成
立
を
示
唆
す
る
重
要
な
問
題
で
あ
る

と
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
の
端
緒
に

つ
い
て
の
明
確
な
解
答
は
ま
だ
得
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
小
稿
で
は
、
い
ま
だ
充
分
に
解
明
さ
れ
て
は
い
な

い
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
夫
婦
観
の
諸
相
を
、
儒
教
、

仏
教
的
夫
婦
観
に
着
目

し
、
寄
進
状
等
の
文
書
や

『沙
石
集
』
等
の
説
話
史
料
を
手
掛
か
り
と
し
て
探
求
す
る
と
共
に
、
夫
婦
二
世
観

の
思

想
的
構
造
と
そ
の
成

立
に

つ
い
考
察
し
て
み
た
い
。

な

お
、
こ
の
考
察
は
勝
浦
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
女
人
成
仏
の
問
題
に
も
繋
が
る
。
九

・
十
世
紀
の
貴
族
社
会
を
中
心
に
、
日
本

　こ

に
お
け
る
五
障
三
従
や
変
成
男
子
等
、
仏
典
の
女
性
蔑
視
文
言
と
女
性
の
不
成
仏
論
の
受
容
に

つ
い
て
論
及
さ
れ
た

小
原
仁
氏
は
、
当
該

期
の
論
理
的
側
面
に
お
け
る
儒
仏

一
致
思
想
に
着
目
さ
れ
、
儒
教

の
男
尊
女
卑
思
想
が
仏
教

の
女
人
不
成
仏
思
想

の
定
着
を
促
し
た
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
小
稿
の
問
題
意
識
に
お
い
て
、
氏
の
見
解

の
み
で
儒
仏

一
致
思
想
と
女
人
不
成
仏

の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
柳

か
の
疑
問
が
生
じ
る
。
従

っ
て
以
上
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

仏
教
的
夫
婦
観

　　
　

中

世
の
仏
教
的
夫
婦
観
の

一
端
は
、
縁
友
な
る
言
葉
に
よ

っ
て
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
縁
友
は
主
に
縁
妻
、
縁
夫
等
の
言
葉
と
共
に
夫

　　

　

婦
相

互
の
呼
称
と
さ
れ
、
そ

の
背
後
に
は
仏
教
的
二
世
観
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
縁
友
が
夫
婦

の
呼
称
で
あ
る
こ
と
は
、
嘉
禄

二
年

(
一

　　
　

二
二
六
)
十

一
月
、
病
を
受
け
俄
に
死
去
し
た
夫

の
遺
領
を
子
息
等
と
共
に
連
署
の
う
え
美
野
国
末
に
沽
却
し
た
、

「縁
友
福
王
」
の
事
例

　　
　

に
確

認
で
き
る
。
し
か
し
、
縁
友
を
仏
像
を
中
心
と
し
た
結
縁
者
と
解
釈
を
す
る
説
も
あ
る
よ
う
に
、
文
暦
元
年

(
一
二
三
四
)

一
二
月
、

　む

駿
河
浅
間
神
社
改
鋳
鐘
願
文
に
は
次

の
よ
う
な
文
言
が
あ
る
。
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此
鐘
者
、
延
長
四
年
丙
戊
九
月
十
七
目
当
社
前
神
主
主
村
姓
勝
朝

蜘
隊
友
源
氏
始
鋳
之
、
其
後
承
久
二
年
厳
二
月
九
日
、
前
神
主
主

村
勝
継
縁
友
源
氏

・
大
壇
那
平
氏
、
捻
線
友
源
氏
鋳
改
之
、
又
文
暦
元
年
押
十

二
月
三
日
、
大
勧
進
惣
社
別
当
憲
信

・
檀
那
神
主
主
村

親
昌
、
為
縁
友
源
氏
鋳
改
之
、
右
、
志
者
、
為
諸
願
成
就
、
現
世
安
穏
、
後
生
善
所
、
奉
鋳
之
状
如
件
、
(上
下
略
)

(傍
点
筆
者
)

こ
こ
に
延
長
四
年

(九
二
六
)
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る

「為
縁
友
」
と
は
ど

の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
「妻
と
為

し
」
と
理
解
す
る
に

　お
　

は
、
文
脈
上
若
干
の
不
自
然
さ
が
感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
寛
和
三
年

(九
八
七
)
三
月
、
兵
庫
県
円
教
寺

鐘
名
を
見
る
と

「当

州
刺
史
藤
原
季
孝
殊
感
霊
験
、
専
加
興
隆
、
其
不
具
者
唯
鐘
而
已
、
傍
維
素
同
心
、
多
少
合
力
、
為
伝
彼
披
苦
之
妙
響
、
競
催
比
冶
鎗
之

新
功
」
と
、
僧
俗

「同
心
」

「合
力
」
に
よ
る
鐘
の
鋳
造

の
檬
子
が
窺
え
る
。
つ
ま
り

「為
縁
友
」
と
は
、
大
檀
那
や
大
勧
進
等
の
役
柄
に

な

　

な
い
、
同
心
合
力
す
る
結
縁
者
と
考
え
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
か
。
文
治
三
年

(
=

八
七
)
八
月
、
東
大
寺
供
養
願
文

に
は

「同
心
無

二
。

必
生

一
仏
之
浮
土
。
得
為
二
世
之
伴
侶
。
」
と
、
同
心
者
が
二
世
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
法
然
の
弟
子
聖
光
弁
長

(
一
一
六
二
～

　ま

一
二
三
八
)
の
著
作

『念
仏
名
義
集
』
巻
中
は

「彼
法
印

ハ
其

御
弟
子

ニ
テ
御

ハ
セ
シ
カ
故

一二

室
ノ
同
朋
ナ
ル
故

二
二
世
ノ
契
リ
深
シ
」

　お
　

と
、
当
時
の
師
弟
二
世
観
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
承
安

二
年

(
一
一
七
二
)
三
月
、
尼
蓮
妙
屋
地
処
分
状
を
見
る
な
ら
、
「右
件

田
畠
、
元

者
先
師
定
久
大
法
師
相
伝
私
領
也
、
而
縁
友
尼
蓮
妙
相
伝
領
掌
之
後
、」
と
あ
る
た
め
、
縁
友
が
師
弟
関
係
を
示
す
場
合
も
あ

っ
た
こ
と
が

推
察

で
き
る
。

以
上
の
内
容
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
縁
友

の
関
係
と
は
、
相
互
に
同
心
合
力
す
る
者
同
士

で
あ
り
、
そ
の
絆

の
堅
さ

は
二
世
に
象
徴
さ
れ
、

よ

っ
て
師
弟
関
係
に
も
用

い
ら
れ
、
具
体
的
に
は
仏
を
中
心
と
し
た
平
等
な
結
縁
者
を
表
す
場
合
も
あ

っ
た
と

い
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
し
て
そ
の
言
葉
が
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
で
夫
婦
間
に
頻
繁
に
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
為
に

(表
1

(二
三
頁

参
照
)
)
夫
婦
の
呼
称
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鎌
倉
時
代
後
期
、
単
な
る
夫
婦
の
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
事
例
が
増
加
し
て
も
、
縁

　　
　

友
本
来
の
意
味
は

ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し
て
残
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
、
縁
友

の
言
葉
に
鎌
倉
時
代

の
夫
婦
の
二
世
観
を
確
認
す
る
こ
と

は
可
能
で
あ
ろ
う
。
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次

に
寄
進
状
や
譲
状
に
、
当
時

の
夫
婦
二
世
の
意
識
を
聞

い
て
み
よ
う
。
弘
長
三
年

(
一
二
六
三
)
十

一
月
、
僧

幸
慶
は

「幸
慶
井
妻

　お
　

女
源

太
子
為
往
生
極
楽
頓
証
菩
提
」
田
地

一
町
を
大
隅
国
台
明
寺
衆
集
院
に
寄
進
し
て
い
る
。
そ
し
て
弘
安
二
年

(
一
二
七
九
)
五
月
、

　
　

　　

尼
生
連
は

「為
自
身
滅
生
善
井
為
縁
友
導
口
之
往
生
極
楽
」
東
大
寺
大
仏
殿
に
、
ま
た
元
亨
元
年

(
=
三

二

)
五
月
、
沙
弥
法

一
と
荒

　　
　

木
田
氏
女
は

「為
夫
婦
現
世
安
穏
、
後
生
善
所
」
摂
津
勝
尾
寺
に
、
さ
ら
に
嘉
暦
二
年

(
=
三

一七
)
十
月
、
沙
弥
道
仏
と
妻
薬
師
女
は

　ま

両
人

の

「
二
世
之
悉
地
成
就
、
乃
至
法
界
衆
生
平
等
利
益
」

の
為
、
名
田
二
段
を
近
江
葛
川
明
王
院
に
寄
進
、
元
徳

三
年

(
=
三
二
〇
)

ま
　

五
月

に
は
、
行
貞
重
と
妻
女
因
幡
女
が

「為
奉
被
訪
夫
婦
之
後
世
菩
提
、
」
機
先
御
坊
に
田
畠
二
十
代
を
譲
り
渡
し

て
い
る
。

こ

の
よ
う
な
夫
婦

二
世
観
は
、
菩
提
供
養
に
も
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
鎌
倉
時
代
、
臨
済
宗
東
福
寺
派
の
円
爾
弁

円
の
弟
子
と
し
て
、

　　

禅
密
兼
修
を
立
場
と
し
た
無
住
道
暁

の
著
作

『沙
石
集
』
巻
八

(
二
三
)
に
は
、
源
頼
朝
に
重
用
さ
れ
た
梶
原
景
時

(?
～

一
二
〇
〇
)

の
妻

「鹿
野
ノ
尼
公
」
が
、
夫
の
戦
死
を
深
く
嘆
き
、
栄
西

(
=

四

一
～

一
二

一
五
)
を
善
知
識
と
し
て
遁
世
の
身
と
な
り
、

一
心
に

菩
提
供
養
を
す
る
姿
が
あ
る
。
夫

の
為
に
仏
事
を
営
む
尼
に
は
、
そ
の
信
心
故
に
夫

の
所
領
三
所
が
安
堵
さ
れ
る
が
、
そ
の
得
分
は
、
「何

ナ
ル
善
根
ヲ
カ
営

ミ
テ
、
彼
ノ
苦
患
ヲ
タ
ス
ク
ベ
キ
」
と
、
建
仁
寺
に
寄
進
さ
れ
て
い
る
。
自
分
を
来
世

の
夫
を
救
う
存
在
と
し
て
位
置

づ
け

て
い
る
点
に
、
二
世
意
識
が
確
認
出
来
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
夫
婦
が
生
活
上
危
機
的
状
態
に
陥

っ
た
と
き
、
こ
の
観
念
は
強
く
意
識
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
既
に
拙
稿

で
も
紹
介
し
た
よ
う

　　

に
、
嘉
禄
二
年

(
一
二
二
六
)

一
月
、
藤
原
氏
女
田
地
流
文
に
は
、
負
債
を
抱
え
込
み

「此
条
痛
中
之
痛
」
と
な

っ
た
夫

「縁
友
俊
良
」

の
為

に
、
妻

の
田
地
を

「夫
婦
相
共
」
に
覚
融
院
に
流
す
事
例
が
あ
る
。
同
様
に
夫

の
負
債
を
妻
が
負
う
姿
は
、
弘
長
元
年

(
一
二
六

一
)

　お
　

の
美
濃
国
守
家
地
売
券
に
も
確
認
出
来
、
こ
こ
で
は
妻
が
縁
友
と
称
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
夫
婦
関
係

の
具
体
的
心
性
は
、
『
沙

石
集

』
巻
九

(
一
一
)

「君

二
忠

ア
リ
テ
栄
タ
ル
事
」
に
聞
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
説
話
は
主
人
公
で
あ
る

「貧
キ
侍
」
が
、
自
分

の
主

人
に
贈
り
物
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
不
運
に
み
ま
わ
れ
た
こ
と
か
ら
展
開
す
る
。侍
は
入
道
と
な

っ
て
遁
世
し
た
い
と
思
い
悩
み
、

次
の
よ
う
に
妻
に
語
る
の
で
あ
る
。
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御
相
手

ニ
ナ
リ
ヌ
。

(中
略
)
先
世
ノ
契
ア
レ
バ

コ
ソ
、
妻
夫
ト

モ
ナ
リ
テ
、
今
日

マ
デ
志
カ
ワ
ラ
ズ
シ
テ
、
ス
ゴ
シ
ツ
ラ
メ
、
栄

ヘ

バ
同
ク
栄

へ
、
惑
バ
共

ニ
コ
ソ
惑
メ
。
此
家
地
ナ
ド
ア
レ
バ
、

シ
チ
カ

ヘ
テ
営

ミ
タ

マ
へ

そ
し

て
さ
ら
に
詫
び
入
る
夫
に
対
し
、　

カ
ク
ハ
思
給

ハ
ン
事
ノ
次

二
、
共

二
尼
法
師

ニ
モ
ナ
リ
テ
、
後
世
ノ
菩
提
ノ
勤
メ
ヲ
モ
セ
バ
、
善
知
識
ト

コ
ソ
思
奉

ラ
メ
。

と
遂

に
は
共
に
出
家
し
て
後
世
の
菩
提
供
養
を
す
る
こ
と
さ
え
提
案
す
る
の
で
あ
る
。
夫
婦
が
そ
の
関
係
を
抱
棄
せ
ざ
る
を
え
な

い
ほ
ど

危
機
的
状
態
に
陥

っ
た
時
、

二
世
観
を
強
く
意
識
し
、
結
果
取
ら
れ
た
措
置
が
、
そ
の
危
機
を
回
避
さ
せ
た
様
子
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し

て
そ
の
具
体
的
心
性
は
傍
線
部
に
聞
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
①
前
世
、
②
現
世

の
契
り
深
く
、
故
に
③
来
世
に
ま

で
夫
婦
関
係
が
意
識
さ
れ
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
夫
婦
の
仏
教
的

二
世
観
と
は
、
単
に
来
世
の
み
強
く
意
識
さ
れ

る
も
の
で
は
な
く
、

し
か

る
べ
き
前
世
さ
え
考
え
ら
れ
る
現
世
で
の
関
係
が
前
提
と
な

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　あ
　

そ

こ
で
次
に
、
建
治
三
年

(
一
二
七
七
)
三
月
、
日
蓮

(
一
二
二
二
～

一
二
八
二
)
が
兵
衛
志
殿
女
房
に
宛
て
た
書
状
を
見
て
み
よ
う
。

世
世
生
生
夫
婦
と
な
ら
ん
、
仏
に
な
ら
ん
時
は
、
同
時
に
仏
に
な
る

へ
し
、
此
ち
か
ひ
く
ち
す
し
て
、
九
十

一
劫

の
間
夫
婦
と
な
る
、

(上
下
略
)

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代
、
東
国
を
中
心
に
布
教
活
動
を
繰
り
広
げ
た
日
蓮
は
、
世
俗
倫
理
と
仏
教
を
融
合
し
な
が
ら

　
　

夫
婦

の
あ
る
べ
き
姿
を
説
き
多
く
の
女
性
信
者
の
帰
依
を
受
け
て
い
た
。
こ
こ
に
挙
げ
た
書
状

の
文
言
に
は
、
現
世
と
来
世
ま
た
は
そ
れ

　　

以
上

に
及
ぶ
仏
教
的
永
続
性
の
あ
る
夫
婦
観
が
説
か
れ
て
い
る
。
次

の
書
状
を
見
て
み
よ
う
。

　　
　

可
レ
然
契

ニ
テ
、
年
来
互
ノ
志
不
レ
浅
シ
テ
ス
ゴ
シ
ツ
レ
バ
、
限
リ
ア
ラ
ム
道

ニ
モ
、
ヲ
ク
レ
サ
キ
ダ

》
ジ
ト

コ
ソ
思

ヘ
ド
モ
、
思
ノ

外
ノ
事
出
来
レ
バ
、
出
家
入
道

シ
テ
国
々
ヲ
モ
修
セ
バ
ヤ
ト
思
ヒ
立
タ
リ
。

そ
こ

で
妻
は
次

の
よ
う
に
夫
を
諭
し
て
い
る
。

・

ソ
ノ
事
ナ
ラ
バ
ナ
ジ
カ
嘆
キ
給

ハ
ン
。
人

ハ
果
報

モ
幸
モ
心

ニ
コ
ソ
ア
レ
。
タ
ト
ビ
次

二
世
ヲ
遁
ン
ト
思

ハ
ン

ニ
付

テ
モ
、

ス
デ

ニ

①

②
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御
せ
ん
は
階
老
同
穴
の
ち
き
り
あ
り
、
松
さ
か

へ
は
藤
さ
か

へ
、
し
は
は
な
さ
か
は
ら
む
こ
め
み
な
り
な
ん
、

建
治

三
年

(
一
二
七
七
)
な
か
お
き

の
政
所
女
房
に
宛
て
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
現
世
で
の
儒
教
的
夫
婦
観
を
説

い
て
い
る
。
堅

い
現

世
で
の
夫
婦
関
係
と
そ
の
来
世

へ
の
永
続
的
関
係
を
説
い
た
日
蓮
は
、
現
世
に
お
け
る
夫
婦
の
精
神
的
紐
帯
を
儒
教
倫
理
に
求
め
た

の
で
あ
る
。
中
世
の
夫
婦
の
二
世
観
は
、
現
世
で
の

「借
老
同
穴
」
と
い
う
儒
教
的
夫
妻
観
に
立
脚
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

儒
教
的
夫
婦
観

院
政
期
、
共
同
祈
願
に
よ
る
二
世
意
識
か
ら
夫
婦
の

一
体
性
が
指
摘
さ
れ
る

一
方
、
「年
来
夫
妻
」
の
意
識
が
高
揚
す
る
の
が
十
二
世
紀

　　

か
ら
十
三
世
紀
で
あ
る
と

い
う
。
「年
来
夫
妻
」
と
は
現
世
に
お
け
る
永
続
的
夫
婦
観
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
引
き
続
き

、
鎌
倉
時
代
の
現
世

的

・
儒
教
的
夫
婦
観
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　　

　
　

承

元
二
年

(
一
二
〇
八
)
四
月
の
明
法
勧
文
に
は
、
「右
成
階
老
同
穴
之
契
、
経
六
十
余
年
畢
間
、
依
無
実
子
、
無
可
相
伝
之
人
、」
と

貞
安
法
師
な
る
人
物
の
譲
状
案
が
引
用
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
夫
か
ら
妻

へ
の
借
老
同
穴

の
意
識
は
、
弘
安
七
年

(
一
二
八
四
)
三

月
、
平
行
政
豊

に
も
確
認
出
来
る
.
「有
正
室
之
旧
重

蕎

穴
之
良
人

被
索
多
生
之
有
縁
人
・
結
響

之
芳
架

+
有
五
而
奨

。沓

之
礼
」
と
、
有
縁
の
人
の
中
か
ら
正
室
を
求
め
、
十
五
に
し
て
結
婚

の
儀
を
迎
え
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
逆
に
妻
か
ら
夫

へ
の
楷

　ま

老
同
穴
の
意
識
は
、
文
永
二
年

(
一
二
六
五
)
三
月
の
比
丘
尼
式
阿
弥
陀
仏
田
地
寄
進
状
に
確
認
出
来
る
。
「杭
鷹
縁

尽
、
同
穴
儀
背
之
刻
、

所
処
分
得
之
也
、
(中
略
)
借
老
之
契
永
絶
、
翠
帳
紅
閨
之
中
、
恋
慕
之
涙
無
乾
、」
と
夫
と
の
別
離
を
嘆
き
、
別
離

に
際
し
譲
与
さ
れ
た

　お
　

所
領

を
、
東
大
寺
大
仏
殿
に
寄
進
し
て
い
る
。
文
永
十
年
十
月
、
尼
道
忍
所
領
譲
状
も
同
様
で
あ
る
。
「う
な
し
こ
け
と
い
ひ
な
か
ら
、
五

　
つ
り
　
　

十
よ
ね
ん
あ
ひ
そ
ひ
て
、
ち
う
あ

い
ふ
か
き
に
よ
て
、
ゆ

[
]

ゑ
る
と
ゆ

へ
と
も
、
」
と
、

「同
苔
」

つ
ま
り
楷
老
同
穴
の
観
念
に
支
え

ら
れ
五
十
余
年
連
れ
添
い
情
愛
が
深
か

っ
た
こ
と
を
、
夫
か
ら
の
財
産
譲
与

の
根
拠
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
延
慶

四
年

(
=
一二

一
)

　ぬ
　

三
月
、
元
晋

.
比
丘
尼
本
阿
願
文
に
は

「伏
惟
、
弟
子
等
楷
老
同
穴
之
芳
契
、
已
知
暖
劫
之
機
縁
」
と
夫
婦
が
互
い
に
楷
老
同
穴
を
意
識
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し
て
い
る
事
例
も
確
認
出
来
る
。
そ
れ
は
弘
安
六
年

(
一
二
八
三
)
六
月
、
仏
成
等
連
署
田
地
寄
進
状
に
お
い
て
も

同
様
で
あ
る
。
夫
か

ら
妻

へ
、
妻
か
ら
夫

へ
、
そ
し
て
互
い
に
夫
婦
が
楷
老
同
穴
の
意
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う

。
日
蓮
は
建
治
二
年

　　

(
一
二
七
六
)
十
二
月
の
書
状
に

「親
類
兄
弟
妻
子
春
属
集
て
、
父
は
慈

の
志
高
く
、
母
は
悲
み
の
情
深
く
、
夫
妻

は
海
老
同
穴
の
契
と

て
、

大
海
に
あ
る
え
ひ
は
同
畜
生
な
か
ら
、
夫
妻
ち
き
り
細
や
か
に
、

一
生

一
処
に
と
も
な
ひ
て
、
離
去
る
事
な
き
が
如
し
」
と
記
し
て

い
る
。
で
は
こ
の
よ
う
な
観
念
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
人
々
の
意
識
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
夫
婦

の
借
老

の
観
念
は
既
に
万
葉

　　

　　

集
に
確
認
で
き
る
が
、
以
下
平
安
時
代
の
漢
詩
文
に
着
目
し
、
『本
朝
文
粋
』
『本
朝
文
集
』
を
手
掛
か
り
に
検
討
し

て
み
た
い
。

お
　

平
安
初
期
の
学
者
、
漢
詩
人
、
小
野
篁

(八
〇
二
～
八
五
二
)
の
奉
右
大
臣
に
は

「幸
願
蒙
府
君
之
恩
許
。
共
同
穴
楷
老
之
義
。
」
と
あ

　　

り
、
天
慶
八
年

(九
四
五
)
三
月
、
大
江
朝
綱
筆
に
よ
る
重
明
親
王
為
家
室
四
十
九
日
御
願
文
に
は

「已
残
心
地
之
炎

。
百
年
楷
老
之
契
。

　
　

不
異
夢
路
之
花
。」
と
。
同
じ
く
朝
綱

の
男
女
婚
姻
賦
に
は

「量
同
穴
之
相
好
。
是
終
身
之
匹
偶
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
応
徳
二
年

(
一
〇

　ぬ
　

八
五
)
十

二
月
、
藤
原
行
家
筆
、
為
具
平
親
王
造
仏
像
願
文
に
は

「伏
惟
。
弟
子
寛
弘
中
書
王
之
長
女
。
禅
定
前
相
国

之
楷
老
也
。」
と
記

　　

さ
れ

、
仁
安
元
年

(
一
一
六
六
)
九
月
、
藤
原
長
光
に
よ
る
題
欠

の
文
章
に
は
、
「自
代
昼
夜
勤
行
之
法
。
悲
之
至
切
。
朝
顔
最
多
。
借
老

之
期

。
歎
素
意
之
忽
乖
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
藤
原
頼
長
の
書
記
録

(
一
=
二
七
～

=

五
五
)
『
台
記

別
記
』
の
、
大
江
維

お
　

順
筆

に
よ
る
供
養
成
楽
院
西
御
堂
願
文
井
調
諦
文
に
は
、
「玉
琴
瑳
悪
。
互
譲
相
和
之
声
。
碧
羅
青
松
。
久
仮
楷
老
之
契
。
五
十
余
廻
。
輔

陽
之
化
克
調
。」
と
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

菅

原
、
大
江
を
頂
点
と
す
る
儒
家
の
作
者
が
多
か

っ
た
為
で
あ
ろ
う
、
両
書
に
は
上
記
の
よ
う
な
楷
老
同
穴
の
観
念
が
し
ば
し
み
ら
れ

　　
　

る
。
仁
安
三
年

(
一
一
六
八
)

一
二
月
、
勧
修
寺
僧
範
果
に
よ

っ
て
先
批
、
亡
室
の
為
に
記
さ
れ
た
法
華
経
表
白
に
は
、

「又
夫
至
剛
者
必

馳
至

支
柔

く
定
資
至
剛
、

<
柔
相
和
夫
婦
同
牢
、
難
然
楷
老
之
契
不
得
久
、
比
翼
之
儀
不
能
長
、
生
者
必
滅
、
合
会
有
離
、

一
合

一
離
之

際
、
義
夫
節
婦
所
断
腸
者
也
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
。
平
安
時
代

の
漢
詩
文
は
、
種
々
の
形
式

の
文
章
作
成
の
手
本
と
な
り
、
中
世
の
和

漢
混
瀟
文
の
完
成
に
貢
献
す
る
と
共
に
、
秀
句
は
朗
詠
や
唱
導
を
通
し
て
人
々
に
賞
翫
さ
れ
た
。
こ
の
表
白
は
そ

の
証
左
と
考
え
ら
れ
、
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鎌
倉
時
代
先
述
の
よ
う
な
儒
教
的
夫
婦
観
が
展
開
し
た

の
も
、
そ
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

次
に
芳
契
と
い
う
言
葉
に
着
目
し
、
当
該
期
の
儒
教
的
夫
婦
観
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

　ま

建
長
六
年

(
一
二
五
四
)
二
月
、
聖
散
所
領
譲
状
案
に
は
、
「依
年
来
之
芳
契
」
屋
敷
並
び
に
田
畠
を
後
家
に
譲
与
す
る
夫

の
姿
が
み
ら

　ぜ

れ
る
。
こ
れ
は
夫
か
ら
妻
に
対
す
る
芳
契

の
意
識
で
あ
る
が
、
逆
の
事
例
が
徳
治
三
年

(
=
二
〇
八
)
三
月
、
道
盛
屋
敷
田
地
譲
状
に
み

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「道
盛
与
妙
阿
者
、
乍
云
同
夫
婦
、
年
来
之
芳
契
不
浅
之
間
、
」
妻
は
先
祖
相
伝
所
領

の
子
息

へ
の
配
分
を
、
夫
道

盛

の
計
ら
い
と
す
る
こ
と
を
遺
言
す
る
の
で
あ
る
。
妻
か
ら
夫

へ
財
産
譲
与
が
な
さ
れ
る
思
想
的
根
拠
と
し
て
、
夫
婦
の
浅
か
ら
ざ
る
芳

契
が
あ

っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

財
産
譲
与
の
根
拠
と
し
て
、
夫
婦
の
情
愛

の
深
さ
が
述
べ
ら
れ
た
事
例
は
先
に
紹
介
し
た
が
、
同
様

の
根
拠
と
し
て
鎌
倉
時
代
に
は
次

　　

の
よ
う
な
文
言
も
用
い
ら
れ
た
。
貞
応
二
年

(
一
二
二
三
)
六
月
、
紀
氏
女
屋
地
売
券
に
は
、
「件
地
者
、
年
来
夫
秦
澤
元
相
伝
私
領
也
、

而
為
数
子
母
儀
之
上
、
香
夫
妻
之
芳
蘭
、
令
相
伝
後
家
紀
氏
女
畢
」
(傍
線
筆
者
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

、
子
供
を
育
み
夫
婦

関
係

が
香
気
漂
う
蘭

の
ご
と
く
芳
し
か

っ
た
為
、
財
産
譲
与
を
受
け
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
、

天
福
二
年

(
一
二
三

　ま

　　
　
せ
　
　
　
　
　
　
　

四
)
十
月
、
九
条
道
家
願
文
に
も

「今
又
少
子
大
将
軍
結
儀
大
夫
人
結
芳
蘭
之
夢
、
降
誕
弥
之
慶
、
」
(傍
線
筆
者
)
と
み
ら
れ
る
。
そ
こ

で
こ

の
言
葉
に

つ
い
て
、
先

の
試
み
の
よ
う
に
平
安
漢
詩
文
の
中
に
探

っ
て
み
る
と
、
「空
含
其
恨
。
芳
蔚
之
契
。
豊
如
此
蜘
」
・
「交
芳
於

　
み

　

ほ

　

　
み

　

蘭
。
契
堅
於
石
之
者
」
、
「契
芳
於
紫
蘭
之
風
」
(傍
点
筆
者
)
等
、
多
数
抽
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
必
ず
し
も
夫
婦
間
に
お
い
て
用
い
ら

れ
た
事
例
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
内
容
か
ら
、
芳
蘭
に
形
容
さ
れ
る
夫
婦
が
先
述
の
よ
う
な
関
係
で
あ

っ
た
と
考
え

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し

て
恐
ら
く
こ
の
言
葉
も
、
朗
詠
や
唱
導
等
に
よ
り
、
美
文
と
共
に
鎌
倉
時
代

の
人
々
に
伝
承
さ
れ
た

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
た

　お
　

蘭
交
と
は
、
心
を
同
じ
く
す
る
者
同
士
の
交
わ
り
で
あ
る
た
め
、
こ
の
言
葉
が
縁
友
と
同
様
、
同
心
し
た
人
間
関
係
を
意
味
し
た
で
あ
ろ

う
事
も
注
目
さ
れ
る
。

以
上
、
芳
蘭
に
形
容
さ
れ
る
人
間
関
係
か
ら
夫
婦
の
あ
り
方
を
鑑
み
た
が
、
立
ち
返

っ
て
芳
契
に
よ

っ
て
結
ば
れ
た
夫
婦
に

つ
い
て
も
、
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同
様
な
関
係
が
推
察
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
表
H

(
二
四
頁
参
照
)
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
言
葉
も
文
友
や
師
弟

等
様

々
な
人
間
関
係
に
用

い
ら
れ
て
い
る
が
、
鎌
倉
時
代
頻
繁
に
夫
婦
間
に
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
は
表

1
の
縁
友
の
展
開
に

も
指
摘
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
こ
に
、
こ
れ
ら
の
言
葉
に
よ

っ
て
形
容
さ
れ
た
好
ま
し
い
、
堅

い
人
間
関

係
と
し
て
、
鎌
倉
時

代
の
夫
婦
観
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
出
来
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
表
H
の
6
に
も
分
か
る
よ
う
に
、
仏
縁

の
師
弟
関
係
に
こ
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
場
合
は
二
世
観
、
そ
し
て
夫
婦
間
に
用
い
ら
れ
た
場
合
は
16
の
よ
う
に
楷

老
同
穴

の
夫
婦
観
、

さ
ら

に
20
の
夫
婦
間
に
は
楷
老
同
穴
+
二
世
の
観
念
が
付
随
し
た
こ
と
で
あ
る
。
蘭
の
よ
う
に
芳
し
い
同
心
の
交
わ
り
は
、
儒
教
や
仏
教

思
想

に
よ

っ
て
現
世
、
来
世
と
い
う
時
間
的
永
続
性
が
付
加
さ
れ
、
よ
り
強
固
な
も

の
に
変
化

つ
つ
鎌
倉
時
代

の
夫
婦
観
に
な

っ
た
と

い

え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
儒
仏

一
致
の
夫
婦
観

の
展
開
は
、
日
蓮
書
状
や

『沙
石
集
』
等

の
説
話
集
が
、
と
き
に
儒
仏

一
致
思
想
に
よ

っ

　　

て
様

々
な
人
間
関
係

の
精
神
的
理
念
を
啓
蒙
し
た
こ
と
や
、
宋
代
の
禅
僧
契
崇
の
著
作
、
儒
仏
道
三
教
並
存
不
廃
を
説
く

『輔
教
編
』
が

　　

鎌
倉
時
代
末
か
ら
五
山
禅
僧
に
思
想
的
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
等
、
当
時

の
仏
教
理
解
が
儒
教
色
を
帯
び
て
い
た

こ
と
も
留
意
す
べ
き

で
あ

ろ
う
が
。
以
下
小
稿
で
は
、
浮
土
教
と
の
関
連
に
よ
り
、
儒
仏

一
致
に
よ
る
夫
婦
二
世
観

の
成
立
に
つ
い
て
、
日
本
初

の
往
生
伝

『
日

本
往

生
極
楽
記
』
を
手
掛
か
り
に
考
察
し
て
み
た
い
。

夫
婦
■
一世
観
の
成
立

『
日
本
往
生
極
樂
記
』

(以
下

『極
楽
記
』
)
は
、
平
安
時
代
の
文
人
貴
族
慶
滋
保
胤

(?
～

一
〇
〇
二
)
に
よ

っ
て
、
永
観
元
年

(九

八
三
)
以
降
、
寛
和
元
年

(九
八
五
)
四
月
以
前
に
著
さ
れ
た
。
著
者

の
出
家

(寛
和
二
年
)
以
前
に

一
度
脱
稿
さ
れ
た
が
、
後
に
往
生

人
五

・
六
人
を
得

て
増
補
が
な
さ
れ
、
兼
明
親
王

(九

一
四
～
九
八
七
)
の
夢
想
に
よ

っ
て

「聖
徳
太
子
」
「行
基
菩
薩
」
の
二
伝
が
加
え

　　

ら
れ
、
永
延
元
年

(九
八
七
)
頃
に
現
在

の
形
と
な

っ
て
い
る
。

小
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
聖
徳
太
子
伝
中
の
太
子
と
妃
膳
部
氏

の
夫
婦
像
で
あ
る
。
『
極
楽
記
』
の
聖
徳

太
子
伝
は
、
直
接
に
は
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『聖
徳
太
子
伝
暦
』

　

　

十

八
年

春

三
月
。

(中
略

)

妃

膳
氏

侍

レ
坐

。
太

子
語

レ
妃

日
。
汝
如

二
我

意

】。
触

レ
事

不
違

レ
。

　　
　

『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
に
依

っ
て
い
る
が
、
『
三
宝
絵
詞
』
と

の
関
係
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
三
書
を
用

い
て
太
子
と
膳
部
氏

の
会

話
の
断
片
を
比
較
し
て
み
る
と
、
『
極
楽
記
』
の
み
異
な
る
部
分
が
見
ら
れ
る
。

(
58

)

(
59

)

(
60

)

『
三
宝
絵

詞
』

『
日
本

往
生

極
樂

記
』

吾

得
レ
汝
者

我

之
幸
也

。
吾

死
之

日
。

同

レ
穴

共

埋
。
妃
啓

日
。

殿

下
恩

深
。
庸
妾

侍

レ
寝

。
常

思
千

秋

万
歳

。
如

二
盤

石

一
如
大

岳

】。
朝

夕

共
奉
。
妾

福

足
臭

。
何

以
有

二
終

之
事

一
。
太

子
命

日
。

不
レ
然
　

。
有
レ
始
有

レ
終
。
理
之
自

然
。
惟

生
惟

死
。
人

之
常
道

。

吾

昔
経

二
数

十
身

一
。
修

行
崇

レ
道

。
僅

為

二
小
国
儲

君

之
身

一。

流

二
通
妙
義

一。
萬
未

レ
足

レ
一
。
而
今

釈
典

漸
伝

。
正
灯

頗
照

。

九

夷
之

中
。

略
演

二
一
乗

一。

故
吾

不

レ
欲

三
久
遊

二
五
濁

一
。

妃

垂
レ
涙
答

日
。

太
子

ノ
御
妻

カ

シ

ハ
デ

ノ
氏

カ
タ

ハ
ラ

ニ

候

給

フ
。

太

子
カ

タ

ラ
ヒ

テ
ノ
給

バ
ク
、

君
我
心

ノ
ゴ
ト
ク

シ
テ

一
コ
ト

モ
タ
ガ

ハ

ズ

。
幸

ナ

ル
カ
ナ
。
死

ム

日

ハ
穴

ヲ
同

ク

シ
テ
、
ト

モ

ニ
ウ
ヅ

ム
ベ

シ
。
ト
。
妃

コ

タ

へ
申

サ
ク

、
千
秋

万
歳
、
朝
暮

ニ
ツ
カ

マ
ツ
ラ
ム
ト

コ
ソ
思
給

フ
レ
。
ナ

ニ
ノ
心

ア
リ

テ
カ
、
今

日

ヲ

ハ
リ

ノ
事

ヲ
バ

ノ
糸

フ
ゾ

。
ト

。
太

子
答

給

バ
ク
、
始

ア

ル
物

ハ
必
ズ
終

ア
リ
。
モ
ノ

サ

ダ

マ
レ

ル
理

ナ

リ
。

一
タ

ビ

ハ
生

レ

一
度

ハ
死

ル
事

。

人

ノ
常

ノ
道

也

。
我
昔

ア

マ
タ

ノ
身

ヲ
カ

ヘ
テ
、
仏

道

ヲ
行

ヒ

ツ
ト
メ

キ
。
ワ
ヅ

カ

ニ
小

国

ノ
王
子

ト

シ
テ
来

テ
、
タ

ヘ
ナ

ル

法

ヲ
ヒ

ロ
メ

テ
、
法

モ
ナ
キ

所

二

一
乗

ノ

義

ヲ
弘

メ
説

ツ
。
五
濁
悪

世

二
久

ク

ア
ラ

ム
ト
思

ハ
ズ

。
ト

ノ
給
。
妃

ナ

ミ
ダ

ヲ
ナ

ガ

シ
テ
ウ
ケ

給

ハ
ル
。

妃
膳
部
氏
在
側
。
太
子
日
。
汝
如
我
音
竺

事

不
違

。
吾

死
之

日
。

同
穴

共
葬

。

又
日
。
吾
昔
経
数
十
年
。
修
行
仏
道
。
今

為小

国
之

儲
君

。
漸

弘

一
乗
之

妙
義

。

吾
不
欲
久
遊
五
濁
。
妃
即
反
挟
鳴
咽
。
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廿

九
辛

巳
春

二
月

。

(中
略

)

太

子
在

二
斑
鳩

宮

一。
命

レ
妃

沐

浴
。
太

子
亦

沐
浴

。
服

二
新
潔

衣

袴

一。
語

・
妃

日
、
吾

今
夕

遷
化

　
。

子
可

二
共

去

一。
妃

亦
服

二

新
潔

衣
裳

一
。
臥
二
太

子
副
床

一
。
明
旦
太

子
井

妃
久

而

不
レ
起

。

左
右

開

二
殿

戸

一。

乃
知

二
遷
化

一
。

コ

ニ
太
子

イ
カ

ル
ガ

ノ
宮

ニ
オ

ハ
シ

マ

シ

テ
、
妃

ニ
カ
タ

ラ
ヒ
給

。

ユ
ア

ミ
、
カ

シ
ラ

ア
ラ

ヒ
給

テ
、
浄

衣

ヲ
キ
給

テ
、
我

今

夜
サ

リ
ナ

ム
。
ト

ノ
給

テ
、
床

ヲ
ナ

ラ

ベ

テ

フ

シ
給

ヌ
。
ア
ク

ル
朝

二
、
日
タ

ク

ル

マ
デ

ヲ
キ
給

ハ
ズ

。
人

ア
ヤ

シ
ミ
テ
、

御

殿

ノ
戸

ヲ

ア
ケ

テ
ミ

ル

ニ
、
共

ニ
カ

ク

レ
給

ニ
ケ

リ
。

又
命

日
。

吾
今

夕
遷

化
。

子
可
共
去
。
太
子
沐
浴
服
新
衣
裳
。
妃
亦

沐
浴
換
衣
。
臥
太
子
副
床
。
明
旦
太
子

井
妃
良
久
不
起
。
左
右
開
殿
戸
。
乃
知
入

滅
。

『聖
徳
太
子
伝
暦
』
に
は
、
推
古
天
皇
の
十
八
年
、
同
穴
を
契
る
太
子
の
言
葉

の
後
に
、
千
秋
万
歳
に
添

い
続
け

る
こ
と
を
切
望
す
る
膳

部
氏

と
、
始
め
が
あ
れ
ば
終
わ
り
が
あ
る
と
、
そ
れ
を
諭
す
太
子
の
姿
が
あ
る
。
そ
し
て
同
二
十
九
年
、
太
子
と
妃

は
共
に
遷
化
す
る
の

で
あ

る
。
こ
の
内
容
に

つ
い
て
は

『
三
宝
絵
詞
』
も
同
様
で
あ
る
が
、
両
書

の
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る

『
極
樂
記

』
に
は
、
こ
の
太
子

の
諭

し
が
欠
落
し
て
い
る
。
こ
こ
に
太
子
と
膳
部
氏
が
生
死
を
越
え
た
超
時
間
的
永
続
性
を
持
つ
関
係
に
あ

っ
た

こ
と
が
推
察
出
来
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て

『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
に
は
、
太
子
の
死
を
知

っ
た
高
麗
僧
恵
慈
が
、
死
後
必
ず
浮
土
に
生
ま
れ
太

子
に
見
え
ん
と
決
意
す

る
内

容
が
見
ら
れ
、
『
極
樂
記
』
も
同
様

の
記
載
が
見
ら
れ
る
た
め
、
太
子
と
膳
部
氏
も
往
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
夫
婦
関
係
に

つ
い

て
は
前
の
二
書
は
明
か
に
終
結
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
『極
樂
記
』
に
の
み
夫
婦
関
係
を
保
持
し
た
ま
ま
で
の
太

子
等
の
往
生
が
考
え
ら

れ
る

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
何
故
こ
の
よ
う
な
夫
婦
関
係
が

『極
楽
記
』
忙

記
さ
れ
た

の
か
、
聖
徳
太
子
伝
成
立

の
理
由
を
、
慶
慈
保
胤

の
人
物
像
と

『
極
楽
記
』
撰
述
の
由
来
を
焦
点
に
若
干
考
察
し
て
み
よ
う
。

摂
関
期

の
文
人
貴
族
は
、
儒
教
思
想
を
柱
と
し
た
律
令
国
家

の
理
念
の
代
弁
者

で
あ

っ
た
。
従

っ
て
生
ず
る
と

こ
ろ
の
思
想
的
基
盤
に
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儒
教
が
あ
り
、
『極
楽
記
』
に
そ
の
夫
婦
観
が
記
さ
れ
た
の
は
当
然
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
保
胤
は
念
仏
結
社
勧
学
会

・
二
十
五
三
昧
会

の
中
心
的
人
物
で
も
あ

っ
た
。
摂
関
期

の
文
人
貴
族

の
浄
土
教
信
仰
や
、
空
也

へ
の

帰
依
は
、
彼
等
の
存
在
根
拠
た
る
文
章
経
国
思
想
が
、
十
世
紀
以
降
急
速
に
解
体
し
始
め
た
こ
と
を

一
因
と
し
て
い
る
。
依
拠
す
べ
き
存

在
根
拠

の
衰
退
に
よ

っ
て
、
文
人
貴
族
達
は
自
己
の
存
在
確
認
の
た
め
に
文
章
経
国
思
想

の
厳
存
を
主
張
し
、
他
方

そ
の
不
安
感
は
世
間

ま
　

的
価
値
に
対
す
る
出
世
間
的
精
神
性
、
現
世
を
越
え
た
価
値
を
形
成
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
保
胤
に
つ
い
て
い
え
ば
、
藤
原
氏
勢
力

拡
大

に
よ
る
醍
醐
天
皇

の
皇
子
、
高
明
、
兼
明
親
王
の
失
脚
、
退
隠
、
花
山
朝
政
の
行
詰
ま
り
等
に
よ

っ
て
、
政
治

へ
の
志
を
挫
か
れ
た

　　

こ
と
も
、
浄
土
教
帰
依

一
要
因
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
仏
教
的
二
世
の
夫
婦
観

の
説
か
れ
る
思
想
的
基
盤

が
あ

っ
た
と

い
え
る

だ
ろ
う
。

次

に
保
胤
の

『極
樂
記
』
撰
述
理
由
か
ら
、
聖
徳
太
子
伝
成
立
に

つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

本
書
は
、
往
生
者
四
十
余
名

の
伝
を
記
し
て
結
縁
を
求
め
、
衆
生
の
心

の
勧
進
を
目
的
と
し
て
撰
述
さ
れ
た
。
従

っ
て
寛
和

二
年
以
前

に

一
度
脱
稿
さ
れ
、
さ
ら
に
往
生
者

の
数
を
増
加
さ
せ
る
書
き
換
え
が
な
さ
れ
た
の
は
、
勧
進
に
お
け
る
効
果
の
拡

大
を
狙

っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
な
ら
、
同
時
に
行
わ
れ
た
他
の
二
つ
の
伝
記
挿
入
も
同
様
の
意
図
が
推
察
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
す
な

わ
ち
、

二
十
五
三
昧
会
は
第
三
天
台
座
主
円
仁

(七
九
四
～
八
六
四
)

の
開
創

に
よ
る
横
川
に
お
い
て
行
わ
れ
た
が
、
大
乗
菩
薩
教
団
と

し
て

の
実
践
の
実
現
を
目
指
し
開
か
れ
た
横
川
は
、
円
仁

の
死
後
、
国
家
保
護
を
失

っ
て
急
速
に
衰
退
す
る
。
後
、
良
源

(九

一
二
～
九

八
五
)
に
よ

っ
て
復
興
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
の
繁
栄
と
裏
腹
に
世
俗
化

の
道
を
た
ど
り
、
天
台
十
九
座
主
尋
禅

一
門
に
よ
る
摂
関
家

一
族

の
横

川

へ
の
勢
力
拡
大
を
経
て
貴
族
化
す
る
仏
教
を
、
円
仁
以
来
の
信
仰
を
最
重
視
す
る
仏
教
集
団
に
再
構
築
し
て

い
っ
た
の
が
源
信
で

あ
る
。
源
信
は
、
念
仏
集
団
の
実
践
書
、
指
南
書
と
し
て

『往
生
要
集
』
を
著
し
、
横
川
に
華
台
院
や
霊
山
院
を
建

立
し
た
。
そ
し
て
具

体
的

対
外
活
動
と
し
て
二
十
五
三
昧
迎
講
や
霊
山
院
釈
迦
講
等
を
結
成
し
、
叡
山
の
中
に
僧
俗

・
貴
賎

・
男
女
の
別
な
い
、
相
互
に
平
等

な
人
間
関
係
と
結
縁
を
重
視
し
た
同
信
同
行
に
よ
る
信
仰
仏
教
集
団

・
同
朋
集
団
を
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
二
十
五
三
昧
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院
発

足
当
初
、
結
縁
者
達
は
貧
窮
を
極
め
、
外
護
者

(摂
州
刺
史
大
江
為
基
)
を
得
て
、
例
え
ば
永
延
二
年

(九
八

八
)
十
月
十
七
日
、

　お
　

二
十

五
三
昧
会

の
事
業
と
し
て
横
川
如
法
堂

の
大
修
復
を
行

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
鑑
み
れ
ば
、
源
信
と
親
密
な
関
係
に
あ

っ

た
保

胤
が
そ
の
念
仏
集
団
の
経
済
的
基
盤
確
立
を
意
図
し
て
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
勧
進
の
た
め
に
付
け
足
し
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
難
く

は
な

い
で
あ
ろ
う
。
折
し
も
平
安
中
期
、
聖
徳
太
子
を
予
言
な
ど
特
別
の
カ
を
持

つ
聖
者
、
救
世
観
音

の
化
身
と
み
な
す
信
仰
も
広
ま
り
、

当
該

期
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
、
太
子
に
仮
託
さ
れ
た

「廟
窟
偶
」
に
は
、
「我
身
救
世
観
世
音

定
慧
契
女
大
勢
至

生
育
我
身
大
悲
母

西
方
教
主
弥
陀
尊

真
如
真
実
本

一
体

一
体
現
三
同

一
身

片
城
化
縁
亦
已
尽

還
帰
西
方
我
浮
土
」
と
あ
り
、
夫
婦
、
家
族

の
二

　　

世
観

と
も
い
え
る
永
続
的
関
係
が
聖
徳
太
子
を
め
ぐ
り
展
開
し
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

ま

た
こ
こ
で
、
集
め
ら
れ
る
心
の
主
体
で
あ
る
被
勧
進
者
側
が
何
を
求
め
て
い
た
か
考
え
て
み
た
い
。

中

・
下
級
貴
族

の
勧
学
会

の
メ
ン
バ
ー

(大
学
寮
北
堂
学
生

(記
伝
道
す
な
わ
ち
文
章
道
))
の
中
に
は
、
受
領
と

し
て
各
地
に
赴
任
し

　　

て
ゆ
く
者
も
あ

っ
た
。
彼
等
が
保
胤
と
同
様
の
思
想
的
基
盤
を
持
ち
得
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
当
時

の
受
領
層
に
お
け
る

　　

家
族

形
態
は
、
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
服
藤
早
苗
氏
は
三
河
守
源
経
相

(
一
〇
三
九
年
没
)
の
事
例
を
中
心
に
そ
の

点
に

つ
い
て
論
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
経
相

の
共
食
、
共
住
集
団
と
し
て
は
母
系
直
系
家
族
。
所
有
、
経
営
に
基
づ
く
経
済

単
位

と
し
て
の
家
は
夫
婦
中
心
で
あ

っ
た
。
夫
婦
で
構
成
さ
れ
る
経
済
単
位
と
し
て
の
か
か
る
受
領
層
の
家
は
、
父
子
に
継
承
さ
れ
る
べ

き
家
産
概
念
は
未
熟

で
あ
る
が
、
永
続
的
組
織
体
の
家
と
し
て
は
萌
芽
期
に
あ
り
確
立
途
中
で
あ

っ
た
。
家

の
中
で
、
妻
は
夫
の
経
済
を

支
え

る
べ
く
家
政
全
般
を
執
行
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
遺
財
総
領
も
行

い
得
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
家

の
事
例
は
、
源
顕
兼
編

　　

と
さ
れ
る
鎌
倉
初
期

の
説
話
集

『古
事
談
』

の
第
二
の

一
九
五
、

一
九
六
に
も
窺
え
る
。
す
な
わ
ち
、
元
大
学
寮

の
学
生

で
あ
り
慶
滋
保

胤
と

も
親
交
が
厚
か

っ
た
、
藤
原
惟
成
夫
婦

の
事
例
で
あ
る
。
花
山
院

の
近
臣
と
し
て
と
き
め
く
以
前
の
清
貧
時
代
、
良
好
な
人
付
き
合

い
と

は
裏
腹
に
家
計
に
無
頓
着
で
あ

っ
た
惟
成

の
屋
敷
は
、
家
財
道
具
も
ま
ま
な
ら
ぬ
状
態
で
あ
り
、
妻
は

「又
無
侍
、
件
妻
半
物
体

二

成
テ
出
ケ
リ
。
」
と
召
使

い
同
然
の
粗
末
な
身
な
り
を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
例
え
ば
惟
成

の
観
桜
の
務
め
に
あ

っ
た

っ
て
は
、
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惟
成

ニ
ハ
飯
ヲ
宛
タ
リ
。
而
長
櫃

二
飯
二
、
外
居
鶏
子

一
、
折
櫃
播
塩

一
杯
納
之
テ
、
仕
丁
二
令
担
テ
取
出
之
。
人
々
感
声
喧
々
。

其
夜
、
与
妻
臥
テ
手
枕
入
テ
深
下
髪
皆
切
之
。
此
時
驚
間
処
、
其
時
太
政
大
臣
ト
申
人
、
御
炊

二
交
易
而
其
長
櫃
仕
丁
シ
テ
令
担
出

云
々
。
件
妻
敢
無
歎
愁
之
気
常
咲
云
々
。

(上
下
略
)。

と
、
相
当

の
馳
走
を
用
意
し
、
経
済
的
に
は
妻
が
夫
を
支
え
る
形
で
懸
命
に
協
力
し
、
対
処
が
な
さ
れ
て
い
た
。
殊

に
妻

の
献
身
的
な
内

　　

助
の
功
が
強
調
さ
れ
、
後
日
、
出
世
と
共
に
こ
の
妻
と
離
別
し
た
惟
成

の
心
は
、
『続
古
事
談
』
巻

六
に
は

「貧
賎
之
知
音
不
可
忘
、
糟
糠

之
妻

不
可
下
堂
」
と
語
る
宋
弘
な
る
人
物

の
心
と
比
較
し
て

「劣
り
た
る
心
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
こ
に
、
摂
関
期
に
お
け
る

下
級
貴
族
の

一
対

の
夫
婦
に
よ
る
経
営
体
と
し
て
の
家

の

一
様
相
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
中
世
成
立
期

の
十

一
世
紀
中
頃
は
、

　　

農
民

レ
ヴ

ェ
ル
で
も
家
父
長
的
家
族
が
成
立
し
始
め
、
ま
た
、
共
同
体
か
ら
経
済
単
位
と
し
て
家
族
が
自
立
し
始
め

る
、
八

・
九
世
紀
以

　　

降
の
村
落
に
お
い
て
、
妻
は

「相
妻
」
と
称
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
夫
婦

の
絆
の
強
さ
は
推
察
さ
れ
て
い
る

。
嫁
取
婚
形
式
の
中
世
的
な

家
父
長
家
族
の
夫
婦

の

一
体
性

の
強
調
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
に
で
指
摘
し
た
が
、
恐
ら
く
先
述
し
た
摂
関
期
の
夫
婦
間
に
お
い
て
も
、

そ
れ

ぞ
れ
が
独
立
財
産
を
所
有
し
、
同
居
に
よ
る
経
営
体
と
し
て
の
家
を
確
立
し
始
め
る
段
階
に
あ

っ
て
、
同
様
の
意
識
を
持
ち
始
め
て

い
た

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
『
極
楽
記
』

二
十
二
に
は
、
貞
観
八
年

(八
六
六
)、
老
い
て
夫
を
亡
く
し
、
幼

い
子
供
を
か
か
え

　む

た
老
姫
が
そ
の
別
れ
を
嘆
き
悲
し
む
姿
が
あ
る

。

駅
家
北
有
竹
盧
。
々
前
有
死
人
。
群
狗
競
食
。
盧
内
有

一
老
娼
童
子
。
相
共
哀
実
。
勝
鑑
便
問
悲
情
。
姫
日
。

死
人
是
我
夫
沙
弥
教

信
也
。

一
生
之
間
称
弥
陀
号
。
昼
夜
不
休
。
以
為
己
業
。
隣
里
雇
用
之
人
。
呼
為
阿
弥
陀
丸
。
今
娼
老
後
相
別
。
是
以
笑
也
。
是
童

子
者
即
教
信
之
児
也
。

(上
下
略
)

往
生
を
願
い
、

一
生
念
仏
を
保
持
し
続
け
た
夫
の
亡
骸
は
二
人
の
庵

の
前
に
放
置
さ
れ
、
狗
に
よ

っ
て
競

い
食
わ
れ

て
い
る
。
夫
婦

の
永

続
性

を
求
め
る
当
時

の
人
々
の
心
と
、
葬
送
儀
礼
の
な

い
無
惨
な
人
間
の
死
が
、
残
さ
れ
た
者

の
悲
し
み
を
増
幅
さ

せ
て
い
る
こ
と
が
窺

え
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
源
信

の
二
十
五
三
昧
講
に
よ
る
葬
祭
儀
礼
や
保
胤
の
夫
婦

二
世
観
が
効
果
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
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広
く
社
会
に
浸
透
し
て
い

っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

平
安
時
代
か
ら
中
世
に
お
い
て
、
性
愛
と
は
無
関
係
だ

っ
た
貴
船
社
等

の
神
も
、
男
女
夫
婦

の
語
ら
い
を
守
る
神
と
し
て
そ
の
性
格
を

　れ
　

転
化
さ
せ
、
『敬
愛

の
法
』
が
盛
ん
に
行
わ
れ
始
め
る
。
先
述
し
た
惟
成
の
妻
も
、
夫
か
ら
離
別
さ
れ
る
に
際
し
貴
船

神
社
に
詣
で
て
い
る
。

お
　

ま
た
、
高
山
寺
に
伝
わ
る
鎌
倉
時
代
初
期

の
祭
文

「曉
枳
尼
」
に
は
、

「無
男
女

男
祭
文
」
と

「無
妻
男
ノ
妻
祭
文
」
が
用
意
さ
れ
、
配

偶
者
を
請
い
求
め
る
男
女

の
願
い
が
窺
え
る
。
こ
れ
は
当
時

の
男
女
夫
婦
が
等
し
く
存
在
価
値
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
、
そ
れ
は

　ち

中
世

の
家
父
長
的
家
の
夫
婦
が
、
ペ
ア
で
共
同
労
作

の
家
を
作

っ
て
ゆ
く
為
に
必
然

の
精
神
性
で
あ

っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　お
　

さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
夫
婦

一
体
観

の
高
ま
り
は
念
仏
の
形
態
に
も
影
響
を
与
え
る
。
『念
仏
名
義
集
』
巻
中
に
は

一
念
ト
云
フ
ハ
人
ニ
タ
リ
ガ
心
ヲ

一
ツ
ニ
ス
ル
ト
ヨ
ム
也
サ
レ
バ
男
女
二
人
寄
合

テ
我

モ
人
モ
ニ
人
ガ
心
ヨ
カ
ラ
ン
時

一二

度

二
只

一
声
南
無
阿
弥
陀
仏
ト
申
ス
ヲ

一
念
義
ト
申

ス
也
サ

レ
ハ
寡

ニ
テ

一
人
ア
ラ
ン
ヅ

ル
人

ハ
此

一
念
ノ
行

ハ
有

マ
ジ
ケ
レ
バ
往
生

ハ
ス

マ
ジ
キ
ト
テ

一
人
ア
ル
人
人
ガ

ニ
人

二
成
合

ヘ
リ
此
真

二
浅
猿
浅
猿
。
(上
下
略
)
。

と
あ
る
。

一
念
と
は
心
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
夫
婦

の
往
生
に
通
ず
る
。
ゆ
え
に
寡
婦
が
相
手
を
求
め
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
左
道

密
教
的
、
本
末
転
倒
な
内
容
で
も
あ
る
が
、
鎌
倉
初
期
の
夫
婦

・
一
体

・
往
生

・
念
仏
と
い
う
観
念
が
極
端
な
ま
で
に
浸
透
し
て
い
っ
た

こ
と
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
中
世
的
家

の
萌
芽

・
成
立
過
程
に
あ
る
夫
婦

の
精
神
性
及
び
念
仏
や
葬
祭
儀
礼
の
社
会
的
浸
透
を
考
慮
す
る
な
ら
、
慶

滋
保
胤
の

『極
楽
記
』
聖
徳
太
子
伝
に
お
け
る
夫
婦
二
世
観

の
展
開
理
由
を
、
効
果
的
な
勧
進
を
意
図
し
た
と
見
ま
す

の
も
あ
な
が
ち
不

当
な
推
察
で
は
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
楷
老
同
穴

の
夫
婦
観
が
唱
導
な
ど
に
よ
り
展
開
を
見
せ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ

れ
は
横
川

の
聖
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
勧
進
布
教
者
が
、
受
け
手
の
要
望
を
敏
感
に
察
知
し

て
そ
れ
を
満
た
す
救

い

・
教
義
を
提
供
す
る
と
考
え
る
な
ら
、
こ
の
超
時
間
的
永
続
性
の
あ
る
夫
婦
観

の
成
立
は
、
摂
関
期
か
ら
萌
芽
を

見
せ
、
院
政
期
頃
成

立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
同
居
し
た
夫
婦
を
中
心
と
し
た
中
世
的
な
家
父
長
的
家
の
成
立
に
呼
応
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
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か
か

る
社
会
的
北且
凧
の
元
に
、
保
胤
の
夫
婦
二
世

の
論
理
は
、

お
　

展
開
を
助
す
る

一
役
を
担
う
事
が
出
来
た
と
考
え
た

い
。

二
十
五
三
昧
会
他
、
叡
山
の
結
縁
念
仏
集
団

の
講

の
形
成
等
に
よ
る
全
国

む
す
び

鎌
倉
時
代
の
儒
教
的

・
仏
教
的
夫
婦
観
を
中
心
に
、
数
あ
る
夫
婦
観
の
諸
相
を
探
求
す
る
と
共
に
、
夫
婦
二
世
観

の
思
想
的
構
造
モ
そ

の
成

立
に

つ
い
て
考
察
を
試
み
た
。

縁
友

の
呼
称
が
顕
著
に
夫
婦

の
呼
称
と
な
り
、
芳
契
が
夫
婦
に
多
く
用
い
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
当
該
期
、
夫
婦
関
係

の
永
続
性
を
意
識
し
た
二
世
観
は
高
揚
を
見
せ
、
そ
の
根
底
的
思
想
と
な

っ
た
の
が
儒
教
的

「楷
老
同
穴
」
と
い
う
現
世
で
の

一
体
性
の

強

い
夫
婦
観
で
あ

っ
た
。
こ
こ
に
儒
仏

一
致
に
よ
る
超
時
間
的
な
、
極
め
て

一
体
性
の
強

い
夫
婦
観
の
展
開
が
確
認
出
来
る
の
で
あ
る
。

ま
た

、
そ
の
よ
う
な
夫
婦
観
の
成
立
理
由
と
し
て
は
、
摂
関
期
を
端
緒
と
し
、
平
等
な
人
間
関
係
に
お
け
る
同
心
同
行
者

の
結
縁
を
重
視

し
た
、
横
川
に
お
け
る
浮
土
教

の
展
開
と
、
摂
関
期
を
経
て
院
政
期
頃
、
同
居
し
た
夫
婦
を
中
心
と
し
て
経
営
さ
れ
る
中
世
的
な
家
父
長

的
家

の
成
立
と
い
う
社
会
的
背
景
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
、
具
体
的
な
火
付
け
役
を
日
本
初

の
往
生
伝

『
日
本
往

生
極
楽
記
』
の
著
者
、

摂
関
期

の
元
文
人
貴
族
、
慶
滋
保
胤
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
儒
仏

一
致
に
よ
る
夫
婦
二
世
観
は
、
上
記
の
よ
う
な

社
会
的
背
景
に
よ

っ
て
作
り
出
さ
れ
た
論
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ

ら
に
、
以
上

の
結
論
か
ら
冒
頭
述
べ
た
女
人
不
成
仏

の
問
題
を
考
察
す
る
な
ら
、
小
原
氏
の
見
解
が

一
面
的

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く

だ

ろ
う
。
上
記
結
論
が
導
か
れ
た
理
由
は
、
考
察
対
象
と
し
た
時
代
、
階
層

の
相
違
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
小
原
氏

は
九

・
十
世
紀

の
貴
族

　ご

社
会
を
中
心
に
検
討
さ
れ
、
小
稿
は
十
～
十
四
世
紀

に
お
け
る
鍛
冶
屋
や
氏
名
を
持
た
な

い
地
方
の
民
衆
や
、
同

じ
く
地
方
の
中

・
下
級

　　

貴
族

、
そ
し
て
地
頭
や
侍
と
い

っ
た
武
家
階
級

の
人
々
を
考
察
対
象
と
し
た
の
で
あ
る
。
横
川
の
念
仏
集
団
に
よ

る
勧
進
布
教
活
動
も
、

対
象

と
し
た

の
は
貴
賎

・
地
域
を
問
わ
な
い
多
数
の
民
衆
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
ら

の
時
代

・
階
級

の
婚
姻
形
態
に
着
目
す
る
な
ら
、
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小
原
氏
が
言
及
さ
れ
た
九

・
十
世
紀
の
上
級
貴
族
社
会
は
、
基
本
的
に
母
系
の
親
子
関
係
を
中
心
と
し
た
妻
問
い

・
婿
取
り
婚
形
式
で
あ

　　

り
、
お
お
む
ね
そ
れ
は

一
夫
多
妻
妾
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。

一
方
小
稿

で
考
察
し
た
十
～
十
四
世
紀
は
、
行
論
中
指
摘
し
た
よ
う
に
十

世
紀

の
受
領
層
に
お
い
て
は
永
続
的
組
織
体
と
し
て
の
家
が
萌
芽
期
を
む
か
え
、
十

一
世
紀
中
頃
か
ら
は
農
民
レ
ヴ

ェ
ル
に
お
い
て
も
嫁

取
婚
、
夫
婦
同
居
に
よ
る
家
父
長
的
家

の
成
立
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
等
、
い
ず
れ
も

一
夫

一
婦
の
婚
姻
形
態
が
と
ら

れ
て
い
た
。
ま
た
、

鎌
倉

時
代
の
武
家
社
会
に
お
い
て
夫
方
居
住

の

一
夫

一
婦
制
が
基
本
的
夫
婦
の
生
活
形
態
と
な

っ
て
い
た
の
は
既
に
周
知

の
こ
と
で
あ
ろ

う
。

こ
の
よ
う
な
中
世
的
家
父
長
的
家
の
成
立
に
は
、
先
ず
夫
婦

の

一
体
観
の
強
調
が
必
要
で
あ

っ
た
。
故
に
仏
教
的
、
儒
教
的
、
さ
ら

に
は
両
者
融
合
さ
せ
た

一
体
性
の
強
い
夫
婦
観
が
展
開
し
女
人
成
仏
を
可
能
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　　

　　
　

儒

教
的
夫
婦
観
や
菩
提
供
養
に
見
ら
れ
る
仏
教
的
夫
婦
の
観
念
は
、
『
万
葉
集
』
や

『
日
本
霊
異
記
』
に
す
で
に
奈
良
時
代
か
ら
確
認
で

き
る
。
文
学
作
品
に

つ
い
て
い
え
ば
、
時
代
は
下
っ
て
も
そ
れ
は
同
様
の
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
作
品
自
体

の
増
加
を
鑑

み
て
も
、
よ
り

頻
繁

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
男
女
夫
婦
の
情
愛

の
理
想
は
時
代
的
差
異
は
さ
ほ
ど
無

い
と
考
え
る
。
し

　　

か
し
夫
婦
間
に
用
い
ら
れ
る
縁
友
、
芳
契
な
る
呼
称
の
使
用
や
、
男
女
夫
婦

一
対

の
結
縁
に
よ
る
宗
教
活
動
が
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
時
代

と

い
う
タ
イ
ム
ス
パ
ン
の
中

の
み
で
盛
ん
に
な

る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
文
学
作
品
と
比
較
し
て
、
よ
り
高

い
現
実
性
を
も

っ
て

当
時

の
人
々
の
意
思
表
示
を
我
々
に
伝
え
て
く
れ
る
文
書
史
料
中
に
、
何
故
当
該
期

一
体
性

の
強
い
夫
婦
観
が
多
く

記
さ
れ
た

の
だ
ろ
う

か
。
今
後
は
、
今
回
紹
介
し
た
史
料
に
財
産
譲
与
等
の
経
済
文
書
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
着
目
し
、
夫
婦
の
財
産
所
有
の
問
題
と

共
に
、
こ
の
よ
う
な
夫
婦
観

の
高
揚
の
理
由
を
よ
り
具
体
的
に
検
討
し
て
ゆ
き
た

い
。

(
1

)

注「院

政
期

の
宗
教

活
動

に

見
え

る
夫
と

妻

の
共
同

祈
願

」

(
『
高
知

女

子
大
学

紀

要
』
三
五
、

」
九

八
七

。
後

「院
政

期

に
お
け

る
夫

と
妻

の
共

同
祈

願
」

(『
女

の
信

心
』
平
凡
社

、

一
九
九

五
)
)
。

「女

性
と

古
代

信
仰

」

(
女
性
史

総

合
研
究

会

編

『
日
本
女

性

生
活
史

』

一
、
東

京
大

学
出
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版
会

、

一
九
九

〇
)
。

「
日
本
中

世

に
お
け

る
家
族

と
家

族

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー
」
、

(『
ヒ

ス
ト
リ

ア
』

=

二
三
、

一
九
九

一
)
。

「
「家

」

の
成

立
と

中

世
神
話

」

(脇

田
晴

子

・
S

・
B

・
ハ
ン

レ
ー

編

『ジ

ェ
ン
ダ

ー

の
日
本

史

』
上

、
東

京
大

学
出

版
会

、

一
九

九

四
)
。

「御

伽
草

子

に
お
け

る
男
女

関
係

」

(
岡

野
治
子

編

『
女

と

男

の
時

空

』
藤
原

書
店

、
一
一
九
九

六
)
。

「中

世
前

期

に
お
け

る

「縁
友

」

の
展
開

と
夫
婦

観

に

つ
い

て
」

(『
総

合
女

性
史

研
究

』

一
四
、

一
九

九
七

)
。

古
代

の

「節
婦

」
に

つ
い
て
は
、
菅

原

征
子

「節

婦
孝

子

の
表
彰

と
庶

民

の
女
性

像
」

(『
歴
史

評
論

』
五

一
七
、

一
九

九

三
)
を

参
照

さ
れ

た

い
。「転

女
成

仏
説

の
受

容

に

つ
い
て
」

(『
日
本
仏
教

史
学

』

四
五

、

一
九

九

〇
)
。

縁
友

の
解

釈

に

つ
い
て
は

諸
説
有

り

、
詳
細

に

つ
い
て
は
拙
稿

(注

5
)
を
参

照
さ

れ
た

い
。
ま
た

こ

の
読

み
に

つ
い

て
は
、
峰

岸
純

夫
氏

が

「
「
縁
友

」

を
何

と
読

む

ぺ
き
か

、
現
在

の
と

こ

ろ
判

断

す

る
術

が
な

く

、
ひ
と

ま
ず

「え

ん

の
と

も
」

と
し

て
お
き

後
考

に
ま

ち
た

い
と

思

う
。
」

と
述

べ
ら
れ

て
い
る

が

(
「平

安
末

・
鎌
倉

時
代

の
夫
婦

呼
称

の

一
考

察
」

(前

近
代

女
性
史

研
究

会
編

『
家

族
と
女

性

の
歴
史

』
吉

川

弘
文

館
、

一
九
八

九
)
)
、
弘

安

元
年

(
一
二
七

八
)
七
月

、
妙

法
尼

御
前

に
宛

て
た

日
蓮

書
状

(『
鎌

倉
遺

文

』

=

一=

一
二
)
に
は

、

「か

か

え
ん

つ

ま

る
人

の
縁

の
夫
妻

に
な

ら

せ
た
ま

へ
ば

又
女

人
成

仏
も

疑
な

か

る
ぺ
し

」
と
あ

る

こ
と
か

ら
、
筆
者

も

「え
ん

の
と

も
」
と

称
す

る

の
が
妥
当

か
と

思
う

。
ま
た

、
寛

元

二
年

(
一
二
四
四
)
、
大

隅
や
さ

入
道

私
領

売
券

に
は

、
妻
が

「
ひ
ん

の
と
も

」
と
称

さ
れ

て
い
る

(『
鎌
倉

遺
文

』

六

三
七

五
)
。

し
か

し
こ
れ

は

「え

ん

の
と
も

」
を

意
図

し

た
も

の
と
考

え
ら

れ

る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

注

(
1
)

同
。

竹
内

理

三
編

『
鎌

倉
遺

文

』
東
京
堂

出

版
補

九
〇

六
号

文
書

(以

下

『
鎌

倉
遺

文

』
補

九
〇

六
)
。

田
端

泰

子

『
日
本

中
世

の
女

性
』

(吉

川
弘
文

館

、

一
九

八

七
)
。

『
鎌
倉

遺

文
』
補

一
一
五

八
。

竹

内

理

三
編

『
平
安
遺

文
』

金

石
文
編

東
京
堂

出
版

七

五
号

文
書
。

『
本
朝

文
集

』

六
七

(黒
板
勝

美

・
国
史

大

系
編
集

会
編

『
国
史
大

系
』

三
〇

、
吉

川
弘

文
館

)

(
以
下

『
本
朝

文
集

』
)
。

宗

義
顕

彰
編

『
浄

土
宗

全
書
』

一
〇

(
浮
土
宗

開
宗

八

百
年
起
念

慶

讃
準
備

局

、

一
九
七

一
)
。

竹

内

理

三
編

『
平
安
遺

文
』

東
京
堂

出

版

三
六
〇

一
号

文
書

。



159鎌 倉時代 における夫婦観 の諸相

　 　 　 　 　 　 　 　
3837363534333231
))))))))

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3029282726252423222120191817
))))))))))))))

笠
松
宏

至
氏
は

『
法

と

言
葉

の
中

世
史

』

(平

凡
社

、

一
九

八

四
、

一
〇
頁
)

に
お

い
て
、

「傍

輩
」

と

い
う
言
葉

を

検
討

さ
れ

、

「何

百

年
も

た
ち

、
意

味
や

用
法

は
ど

ん
ど

ん
変
わ

っ
て
も
、

言
葉

は

そ

の
本

性
を

ど

こ
か

で
保
存

し

て

い
る
」
と

述

べ
ら
れ

て
い
る
。

『
鎌

倉
遺

文
』

九
〇

一
一
。

『
鎌

倉
遺

文
』

=

二
五
九

九
。

『
鎌

倉
遺

文
』

二
七
七

八
〇
。

『
鎌

倉
遺

文
』

三
〇

〇
五

三
。

『
…鎌
倉
遺

文
』
補

二

一
三
五
。

渡
邊

綱
也
校

注

、

日
本
古
典

文
学

大

系

八
五

『
沙

石
集

』

(岩
波

書
店

、

】
九
七

九
)
。

『
鎌

倉
遺

文
』

三

四
五
〇

。

『
鎌

倉
遺

文
』

八
六

二
六

。

『
鎌

倉
遺

文
』

一
二
六
七

二
。

高
木

豊

「日
蓮

と
女

性
檀
越

」

(宮
城

英
修

先
生

古
稀

記
念

論
文
集

刊

行
会

編

『
日
蓮

教
団

の
諸

問
題

』
平
楽

寺

書
店

、

一
九

八
三
)
。

『
鎌
倉

遺

文
』

一
二
七
〇

六
。

注

2
同
。

『
鎌

倉
遺

文
』

一
七

二
七

。

『
鎌

倉
遺

文
』

一
五

一
一
六
。

『
…鎌
倉

遺

文
』

九

二
五

一
。

『
鎌

倉
遺

文
』

一
一
四

四
二
。

『
鎌
倉

遺

文
』
補

一
九
〇

八
。

『
鎌
倉

遺
文

』

一
四
八
八
〇

。

『
鎌
倉

遺

文
』

】
二
五
九

七
。

黒
板
勝

美

・
国
史

大
系

編
集

会
編

『
国

史
大

系
』

二
九

、
吉

川
弘

文
館

(以

下

『
本
朝

文
粋

』
)
。

注

14

同
。
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(
55
)

『
本
朝

文
粋

』
七
。
こ

の
文
章

に
は

「泰

山
府

君
」

の
名

称
が

見
ら
れ

る

。
従

っ
て
、
こ

の
楷

老
同

穴

の
観
念

に

つ
い
て
は
道
教

の
影

響
も

考

慮

す

べ
き

で
あ

る
が
、

『
節

用
集

』

に

「借

老

同
穴

カ
イ

ロ
ウ

ト
ウ

ケ

ツ

毛
詩

夫

婦
堅

約
義
也

」

と
あ

り
、

そ
れ

は

『
詩
経

』

の
大
車

、

君

子
借

老
、
撃

鼓
等

に
確

認
出

来

る
た
め

、
ま
た

、
平
安
時

代

大
江

氏
等

の
儒
家

に

よ

っ
て
謳
わ

れ

る
場
合

が
多

か

っ
た
た

め
、
小

稿

で
は
儒

教

思
想

と

し
て
指
摘

し
て
お

く
。

『
本

朝
文
粋

』

一
四
。

『
本

朝
文
粋

』

一
。

『
本

朝
文
集

』

五

四
。

『
本

朝
文
集

』

六
〇
。

『
本

朝
文
集

』

五
五
。

高

山

寺
典
籍

文
書

総
合

調
査

団
編

『
高

山
寺

古
典

籍
纂
集

』

(東

京
大
学

出
版

会
、

一
九
八

八
)
。

は
　
　

な
お

こ

の
表
白

に
も

「死
者

非
識

神
死

、
形
色

之
恩

也
、

識
神
遊

太

山
而
被

府

君
之
禁

棒
、
」

と
あ

る
た

め
、
道

教
的

思
想

背
景

も
考

え
ら
れ

る
。

今
後

の
課

題
と

し
た

い
。

『
鎌

倉
遺

文
』

七
七

一
五
。

『
鎌

倉
遺

文
』

二

三
二
〇

二
。

『
鎌

倉
遺

文
』
補

八
三

一
。

『
鎌

倉
遺

文
』

四
六

九

二
。

『
本

朝
続

文
粋

』
七

、
厳
命

事
。

『
本

朝
文
集

』

五

四
、
夏

日
於
雲

居
寺

同
詠

雨
中

逢
友

和
歌

序
。

『
本

朝
文

粋
』

三
、
陳

徳

行
。

日
本

国

語
大
辞

典

一
〇

(小
学
館

)

一
〇

〇

一
頁
。

建
治

元
年

(
一
二
七

五
)
日
蓮

は
上

野
殿

に
宛

て
た

書
状

に
、
三
皇

・
五
帝

・
孔
子

・
老

子

・
顔

回
等

の
説
く

四
徳
と

仏
教

の
四
恩
を

重
ね

て

説

い

て
い
る
。

『
沙

石
集
』

に

つ
い
て
は
注

5
参

照
。

萩
須

純
道

「宋

僧
契
崇

の
五
山
禅

僧

に
お

よ
ぼ

せ
る
思

想
的

影
響

」

(『
龍
谷

学
報

』

三
三

〇
、

一
九

四

一
)
。
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73
)

　

72
)

椎

名
宏

雄

「宋

元
版

禅
籍

研
究

(
三
)
1
輔

教
編

鐸
津

文
集

1
」

(『
印

度
学

仏
教

学
研

究
』

二
七
ー

一
、

一
九
七

六
)
。
荒

木

見
悟

禅

の
語

録

一
四

『
輔

教
編

』

(筑

摩
書

房
、

一
九
八

一
)
ひ

本
書

に
は

仏
教

の
五
戒
と
儒

教

の
五
常

の
対
応

が
見

ら
れ

る
。

日
本
思

想
史

大
系

七

『
往
生

伝

法
華

験
記

』

(岩

波
書

店
、

一
九
七

四
)
。

篠

原

昭

二

「基
層

・
外

辺

の
文
学

-
説

話
集

の
位

相
1

」

(
『
国
文

学
-

解
釈

と
教

材

の
研
究

1
』

二
六
1

一
二
、

一
九
八

一
)
。

高

楠

順
次
郎

・
望

月
信

亨
編

大

日
本

仏
教

全
書

『
聖

徳
太

子
伝

叢
書

』

(有

精
堂

出
版

部

、

一
九

三
三
)
。

小
泉

弘

・
馬
淵

和
夫

・
今

野
達
校

注

新

日
本
古

典

文
学
大

系

三

一

『
三
宝

絵
注

好

選
』

(
岩
波

書
店

、

一
九
九

七
)
。

注

56
同
。

小
原

仁

『
文
人
貴

族

の
系
譜

』

(吉
川

弘
文

館
、

一
九

八
七

)
。

菊

池

勇
次
郎

「
日
本
往

生
極

楽

記

の
撰

述

」

(大

隅
和

雄

・
速

水

侑
編

『
源

信
』
、
吉

川
弘

文
館

、

一
九

八

一
)
。

堀
大

慈

「
二
十

五

三
昧

会

と
霊

山
院

釈
迦
講

」

(大

隅
和
雄

・
速

水
侑

編

『
源
信

』
、
吉

川

弘
文
館

、

一
九

八

一
)
。

金
治

勇

『
聖

徳
太

子
信

仰
』

(春
秋

社

、

一
九

七
九
)
。
藤

田
清

「聖

徳
太

子
廟

窟
偶

の
研
究
ー

太

子
廟
を

め

ぐ
る
信

仰

に

つ
い
て
ー

」

(『
四
天

王
寺

女

子
短
期

大
学

研
究
紀

要

』
九

、

一
九
六

七
)
。

薗

田
香
融

「慶
滋

保
胤

と

そ

の
周

辺
ー

浮
土

教
成

立

に
関
す

る

一
試
論

1
」

(大

隅
和
雄

・
速

水
侑

編

『
源
信

』
、
吉

川
弘

文
館

、

一
九

八

一
)
。

『
家

成
立
史

の
研
究

』

(校

倉
書

房
、

一
九
九

一
)
。

小
林

保
次

校
注

古
典

文
庫

『
古

事
談

』
上

(現

代
思

潮
社

、

一
九

八

一
)
。

黒

川
眞
道

編

『
古
事

談
全

江

談
抄

全
』

(国
史

研
究

会

、

一
九

一
四
)
。

河
根

能

平

「生

活

の
変
化

と
女

性

の
社

会

的
地
位

」

(『
日
本
女

性
生

活
史

』

二
、
東

京
大

学
出
版

会

、

一
九
九

〇
)
。

義
江

明

子

「古

代

の
村

の
生
活

と
女

性
」

(女

性
史
総

合

研
究
会

編

『
日
本

女
性

生
活

史
』

一
、
東
京

大
学

出
版

会

、

一
九
九

〇
)
。

平
安

時
代

末
期

の
成

立

『
今
昔

物
語

』
に
も

同
様

の
内

容

が

み
ら

れ

る
が
、

「我

夫
」
が

「我

ガ
年

来

ノ
夫
」
。

「
一
老

婬

一
童
子

。
相

共
哀

実
」

が

「
一
人

ノ
娼

・

一
人

ノ
童

有

リ
。
共

二
泣

キ
悲

ム
事
無

限

シ
」
と

表
記
内

容

に
若

干

の
変

化

が

み
ら

れ

る
。
平
安

時

代
末

に

至
り
夫

婦

の
永

続
性

や
家

族

の

一
体

感
が

強

調
さ
れ

て
い
る

こ
と

は
注

目
す

べ
き

で
あ

ろ
う
。

田
中

貴

子

『
外

法
と

愛
法

の
中

世
』

(砂

子
屋
書

房

、

一
九
九

三
)
。

注

45
同
。

田
中
貴

子

氏
は

『
性
愛

と

日
本
中

世
』

(洋
泉

社

、

一
九

九
七

)

に
お

い
て
、
中

世

の
稲
荷

信
仰

を
考

察
す

る
中

で
、

同
史

料

の
検
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討

を
な

さ
れ

て
い
る
。

注

3
同
。

注

15
同
。

注

63
同
。
圭

室
諦

成

『
葬
式

仏
教

』
大

法
輪

閣
、

一
九

六

三
。

注

18
参

照
。

注

20
参

照
。

脇

田
晴

子

『
日
本

中
世

女
性

史

の
研
究

』

(東

京
大

学
出

版
会

、

一
九
九

二
)
。

例

え
ば

巻

五

の
挽

詩
序

、
遊

松
浦

河
歌

序
等

。

上

巻

妻
、

死

に
し
夫

の
た

め

に
願
を
建

て
、
像

を
図
絵

し

、
験
あ

り

て
火

に
焼
け

ず

、
異

し
き
表

を

示
す
縁

第

三

三
。

注

1
同

。



163鎌 倉時代における夫婦観 の諸相

表1縁 友 ・縁共 ・縁夫 ・縁 妻一 覧

Nα 種類 西 暦 呼 称(連 署、〈 〉は本文中) 出 典 夫婦

魎
1

願文
座像

九二六
一一一四頃

〈為縁友源氏始鋳之〉
法隆寺権上座永範大法師井縁共女(三宅氏)所生愛子僧厳

r鎌 』補一一五八
『平 ・金』三四 ○

雅井女記氏所生太郎小児橋氏同氏童子井一家一門従春属等
2 石櫃 一一三〇 散位源朝臣俊邦 縁友同氏 『平 ・金』ニニ九

3 胎内 一一三三 依智秦重友縁友 『平 ・金』二三九

④ 願文 一一四七 大檀主内蔵武直 縁友ト部氏 僧実祐 縁友源氏 僧道仁 『口常福寺阿弥陀三尊像周

理願文』(『阿弥陀三尊像 と

像内納入品』依引用)
5 経筒 一一五七 高岳國塵 縁友口口女 『平 ・金』三五五

6 売券 一一六七 費人高向 年來縁友小部 『平』三四四二 O

7
8

経筒
経筒

一 一 七 〇

一 一 七一
藤原正宗 縁友草加部代(氏 力)
〈藤原眞年縁友作者 藤原貞清 縁友源代(氏力)源長宗縁友〉匹

『平 ・金』四〇三
『平 ・金』四一二

9 庭分 一一七二 〈縁友尼蓮妙〉 『平』三六〇一

10 瓦経 一一 七 四' 尼如来 平氏黒平犬 度會常章 度會氏子一 『平 ・金』四五〇

磯部氏員愛子等 藤内縁友地蔵堂
11 経筒 一一七五 散位坂合部俊成 縁友三因 『平 ・金』四五四

12 庭分 一一八〇 〈依年來縁友之夫妻〉 『平』三九一六 O

13 法華 一一八三 僧運慶井女大施主古丸 藤井貞久 縁友女 『造像銘記集成』

経 二九六一～七

14 寄進 一一八七 〈二親昔縁友等往生極樂〉 『鎌』ニー二 ○

⑮ 経筒 一一九〇頃 大施主散位藤原貞宗 縁友藤原氏 『鎌』補三一八

16 責券 一一九八 〈年來縁妻〉 『鎌』九六六 O

17 胎内 一ニー五 紀重清結縁家浅井氏 『造像銘記集成』一九九 ○

18 胎内 一ニー六 秦垣末縁友清原代書 『造像銘記集成』二〇一

19 寄進 一ニー八 平弘吉繊 安部代(氏 力)所生之男子女子 『鎌』二三五六 O

20 賞券 一ニニ○ 〈縁友井子息〉 『鎌』二七〇〇 ○

⑳ 願文 一二二〇 〈前神主主村勝継縁友源氏 ・大檀那平氏、為縁友源氏鋳改之〉 r鎌 』補一一五八

21 流地券 一二二二 〈石松丸井縁家乏興弁〉 『鎌』二九三八 O

22 棟札 一二二三 藤井国方縁共佐伯氏女 佐伯末清同守安縁共女 (河音一一九八四依引用) ○

末貞縁共女同貞永藤井氏女 各丁 縁友口口
23 費渡 一二二三 費人藤原 縁友 一男葛木活

『鎌』三〇五九 O

24 譲状 一二二四 父丹波久清入道 母縁友女 『鎌』三二四六～八 ○

25 責券 一二二五 費人 縁友 佃仲姉子) 『鎌』三三四七

26 流文 一二二六 〈縁友俊良〉 『鎌』三四五〇 O

⑳ 責券 一二二六
縁女福王 子息等与判 嫡男日置武房 二男日置三道 三男日置禅王

『鎌』補九〇六 ○

28 塵分 一二三二 願西 縁友紀姉子 山路清恒 沙彌正仏 僧長弁 『鎌』四二八三 ○

⑳ 願文 一二三四 〈為縁友源氏鋳之〉 『鎌』補一一五八

30 胎内 一=二四三 平胤方芳口藤原女 沙弥慈道縁友鳥取氏 『造像銘記集成』二七〇

⑳ 責券 一二四四 やさ入道 貿んのとも西面 『鎌』六三七五 ○

32 説話 一二五七 〈以長者一女曇摩詞女為階老縁友〉 『私聚百因縁 集』二 の八 O

33 貰券 一二六一 〈縁友延命女〉 『鎌』八六二 六 ○

34 背面 一二六一 友澄入道 縁最伴氏 (峰岸 一一九七六依 引用)

35 裏面 一二六三 大檀那藤原眞綱敬白 縁友藤原氏女 三位氏女紀葉光 『造像銘記集成』三六六

36 充行 一二六五 親父紀 縁友尼 『鎌』九二三〇 O

37 費券 一二七一 夜叉御前 縁夫沙彌青音 『鎌』一〇八九六 ・七 ○

38 責券 一二七八 費主源元重 縁友安如 嫡男御房丸 比丘尼蓮阿 『鎌』一三〇四六 ○

⑳ 書状 一二七八 〈緬族 讐〉 『鎌 』一 三 一 一 二 O

40 費券 一二七八 費人春石女 縁友権太郎 『鎌』一三二二〇

41 寄進 一二七九 〈縁友導口〉 『鎌』一三五九九

9自

3

」4

4

寄進
責券

一二八三

一二八四
弟子佛成井階老縁家及男女子息孫子玄孫等
領主大中臣守友 縁妻山下氏子 女子大中臣氏子

『鎌』一四八八〇
『鎌』一五一五一

O
O

44 寄進 一二八六 〈縁友石井氏女〉 『鎌』一五九八七

45 田園 一二八八 藤原夜叉女彼縁友僧實順等(西 大寺へ寄進) 『鎌』一九八九三

目録
46 田園 一二九四 尼信如爲縁友實乗(西 大寺へ寄進) 『鎌』一九八九三

目録
7

844
寄進
結縁
交名

一三〇〇

一三四四

瀞 緊篠難撫 嚇 ・五
『鎌』二〇四六三

高橋家文書(『 古文書研究』

五依引用)

○

49 祭文 一三八一
曲

〈同心すれば親近する縁友なり〉 『夫婦離別祭文』(『中世政 ○

治社会思想』依引用)

*表 は拙稿 「中世前期 における 「縁友」の展開 と夫婦観について」(総 合女性史研究会編 『総合女性史研 究』14、1997)よ り引

用一部改訂。
『鎌』=『 鎌倉遺文』、『平』=『 平安遺文』、『平 ・金』=『 平安遺文』金石文編。『阿弥陀三尊像 と像 内納入品』(金*出典…

沢文庫特別展 目録、一九九四)。河音=河 音能平 『中世封建社会の首都 と農村』(東 京大学出版会、一九八四)。 峰岸;峰 岸純
夫 「金石文などにおける 『縁友』 について」(竹 内理三編 『鎌 倉遺文』月報一〇、東京堂出版、一九七六)。

*夫 婦欄…家族(子 供)が 認め られ る。または夫 ・妻 と明記 される等、夫婦で あることが確認できる事例。
*Nαの0印=「 縁友」類 としての新史料。
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表H平 安時代 ・中世前期 における 「芳契」管見一覧
Nα 文書内容 西 暦 発給者 ・筆者等 「芳契」を含む文言 「芳契」を結ぶ関係 出 典
1 一〇世紀 紀斎明 衣湿於青渓之雨。陳重者漢之義士也。契舞 義士 『本朝文粋』三

於紫蘭風。是皆謂徳謂行。

2 詩 一〇二九 善滋為政 淵酔入郷。芳契之文友忘帰。 文友 『本朝続文粋』八

3 詩 一一一〇頃 大江匡房 対三春之新粧。知遽年之芳契。梅片之総嶺頭也。 君子 ・臣下 『本朝続文粋』九

4 和歌序 藤原有業
貞一 三〇頃 交芳於蘭。契堅於石之者。 友 『本朝文集』五四

5 和歌序 平安末 藤原宗兼 期傾蓋而歓宴。結芳契於君子万年之詞。 同輩及び君子 『本朝文集』五五

6 譲状 一 一 八四 無動寺検校法印.御目代上座 右件所巻 師資相伝之所也、而依有二世芳契、
… ロビ》`

師弟(仏 縁) 『平』 四一三八

阿閣梨第法師、寺主大法師、

都維那大法師(奥上署判)

7 一一八六
(北条政子) 君爲流人坐豆州給之比。於吾雛有芳莫。北 央婦

條殿 怖時宜。潜被引籠之、而猶和順君。迷 『吾妻鏡』

暗夜凌深雨。到君之所。 文治二年四月八日条
8 敬白 一二〇二 比丘尼 問佛欲知、弟子互有芳契、共及暮歯、 同法(仏 縁) 『鎌』一二九九

9 牒 一二三五 公文都維那慶眞 牒 、両寺之芳契巳菖、一門之親眠云新、 寺院関係(仏 縁) 『鎌』四八七四

10 願文 一二三九 弟子征夷大将軍正二位藤原朝臣 資三品幽霊之正覚、合喚芳契難忘之故、 夫婦 『鎌』五四六五

11 願文 一二四二 (僧侑秀尼戒縁等) 又所愚者、悉結芳契於大士、歓喜有絵、歓涙 仏縁 『鎌』六一〇七

12 勧進状 一二四三 笠置寺住侶等 難禁、右、當山者海内之名区、天下之勝地也、弥勒信仰保持者 『鎌』六一七七

化人削盤石、刻彫慈尊五丈之聖容、弥勒施霊 (仏縁)

験、利益有縁 一切之郡類設訪五天之聖跡、(中

略)同 來会當山之巌堀被此一紙之芳契、(中

略)結 縁於慈尊、此善之庭運歩、抽誠於匪石、

道俗男女貴賎上下芳裂之旨、只同我等、

13 譲状 一二五四 大法師聖散 件田畠屋敷等者、聖撒相伝之地也、而依年 夫婦 『鎌』七七一五

来之芳契不浅、相具調度文書、

14 申状 一二五五 若衆等(十名の大法 錐然、當山爲躰、忘諸寺之通例、拗 師弟之 師弟(仏 縁) 『鎌 』七八五二

師奥下署判有) 芳契、或号在家弟子、譲与相伝之坊室、

15 寄進 一二六五 比丘尼武阿弥陀仏 比丘尼式阿弥陀仏与尊操大法師、抗催縁壷、同 乗婦(仏縁) 『鎌 』九二五一

穴儀背之刻(中略)松薙i芳契 経多年 男女子息、

及数輩、麦松風薙月之下、借老之契永絶、

16 願文 一二八四
弟子平朝 臣 「行政」有正室之魯、昊同穴之良人、被索多生之有

儲}
炎婦 『鎌 』一 五 一 一六

縁人、結偶老之茨黎、十有五而整合嘆‡禮、
17 置文 一二九〇 弘實(金剛佛子良増 愛當寺本尊殊仰信之上、弘實上人師資之芳 師弟(仏 縁) r鎌』一七二八〇

の奥上署判有) 契超過鯨人、傍所奉寄置當寺愛染王也、
18 譲状案 一三〇五 法印最喜 最喜先師重代相伝所領也、震静眞幼少眠近之上、師弟(仏 縁) 『鎌』二二二ニー

菱契依異干他、彼田畠・在家等、永代所譲与干静眞

19 譲状 一三〇八 沙彌道盛 也乍云同夫妻、年来之芳契不浅之間、所詮、爲道盛 美婦(仏 縁) 『鎌』二三二〇二
(計力)

-

許 可配分之由令遺言之、

20 願文 一 三 一一 弟子法橋上人位元晋
笥

伏惟、弟子等借老同穴之芳i契、已知瞳劫之 葵婦(仏縁) 『鎌』補一九〇八
}甲}り 亀

比丘尼本阿弥陀仏 機縁、道俗入直之素懐、互叶二世之願望、

21 譲状 一 三一 一 沙門明憲 且依有師資芳契、所奉譲渡妙空御坊實也、師弟(仏 縁) 『鎌』二四四五三

22 寄進 一三一五 入寺頼基 而故慶仙房存生之時、依師資之舞契殊深、師弟(仏 縁) 『鎌』二五五五〇

23 寄進 一三一七 檀徳 先師唯行房相伝之私領也、而任年来拶契、師弟(仏 縁) 『鎌』二六一七七

爲没後追善、

24 申状 一 三三 一 書写山衆徒等 因藪、華山法皇寛和 ・長保廻両寺之仙駕、師弟(仏 縁) 『鎌』三一四〇一

以師資羨契、被施與永代百石之供料、
25 牒 一 三三 一

小寺主法橋雲寛 抑峯寺者、本末和睦之志、自疇惟深、胡越昆 同法(仏 縁) 『鎌』三一四八四

(三名の大和尚の奥 弟之儀干今不変、於戯、鴻雁猶惜行、人倫何

上署判有) 忘鑑契哉、跳鷺又慕友、我等争疎交情哉、
26 謁論文 一三七六 菅原秀長 驚魂魂之帰真。而籍課慕離。弟子生前之券 師弟(仏 縁) 『本朝文集』七三

胃 曇

契不浅。没後之追福無二。

*出 典 ・『鎌』=『 鎌倉遺文』、『平』=『 平安遺文』。
*波 線 ・(二 世観+芳 縁の仏縁関係)か ら(楷 老同穴+芳 縁の夫婦 関係) 、(借 老同穴+二 世観+芳 縁の夫婦関係)へ の移行。


